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　建設工事の適正な施工を行うためには、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・経験を有
する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。

　建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わら
ず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。(建設業法第
26条第1項）
　※５００万円未満であっても、施工する建設工事の許可業者であれば主任技術者の配置が必要です。

　発注者から直接工事を請け負い（元請）、そのうち３，０００万円（建築一式工事の場合は４，５００
万円）以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりませ
ん。(建設業法第26条第2項）

工事現場に配置する技術者とは問　　３

主任技術者

①１級､２級資格者
② 実 務 経 験 者

監理技術者

１級資格者等

主任技術者

監理技術者

現場技術者の配置例

発注者

Ａ社（許可あり）
Ｂ社＋Ｃ社＋Ｄ社≧３，０００（建築：４，５００）万円　監理技術者
　　　　　　　　　　＜３，０００（建築：４，５００）万円　主任技術者

Ｂ社（許可あり）

主任技術者

Ｃ社（許可あり）

主任技術者

Ｄ社（許可あり）

主任技術者

Ｅ社（許可あり）

主任技術者

Ｆ社（許可無し）

必要なし

請負代金は
５００万円未満

元　請

１次下請

２次下請

又
は



４

　当初は主任技術者を配置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の
額が３，０００万円（建築一式工事の場合は４，５００万円）以上となったような場合には、発注者から直接建設工
事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなり
ません。
　ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり
得る資格を持つ技術者を配置しなければなりません。（監理技術者制度運用マニュアル　二－二（３））

　主任技術者又は監理技術者については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要と
されています。したがって以下のような技術者の配置は認められないことになっています。（監理技術者制度運
用マニュアル　二－四（１）、（２）、（３））
　　①直接的な雇用関係を有していない場合（在籍出向者や派遣社員など）
　　②恒常的な雇用関係を有していない場合（一つの工事の期間のみの短期雇用）

　特に国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技
術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す場合であって入札の申込を伴
わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日）以前に３ヵ月
以上の雇用関係にあることが必要です。
　恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者
証の交付年月日等により確認できることが必要です。（監理技術者制度運用マニュアル　二－四（３））

主任技術者から監理技術者への変更

（当初請負契約）

請負代金　　６，０００万円
下請代金　　２，７００万円

主任技術者

（変更）

（変更請負契約）

請負代金　　８，５００万円
下請代金　　４，８００万円

監理技術者

雇用関係は

直接的かつ恒常的な雇用関係



のいずれかを選ばなければなりません。

　また、建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設工事（いわゆる附帯工事（建設業法
第4条））を請け負い施工することができますが、その場合も、当該附帯工事に関する専門技術者を置かなければ
なりません。自ら施工しない場合には、当該附帯工事（軽微な工事は除く）に係る建設業の許可を受けた建設業
者に当該工事を施工させなければなりません。（建設業法第26条の2第2項）
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元請工事における
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工事現場に
置くべき技術者

技術者の
資格要件

監理技術者
資格者証
の必要性
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場
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制
度

３，０００万円＊１

以上

指定建設業（７業種）

土木一式、建築一式、
管工事、鋼構造物、ほ装、電気、造園

その他（左以外の２１業種）
大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、
タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゆんせつ、板
金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設
置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、

消防施設、清掃施設

一級国家資格者
国土交通大臣
特別認定者

一級国家資格者
二級国家資格者

実務経験者

３，０００万円
＊１以上は契
約できない

３，０００万円
以上

監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者

特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業

必要なし

３，０００万円
未満

３，０００万円
以上は契約

できない

３，０００万円
＊１未満

一級国家資格者
実務経験者

一級国家資格者
二級国家資格者

実務経験者

③

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する
重要な建設工事＊２であって、請負金額が２，５００万円＊３以上となる工事

技術者の
現場専任

①

②

＊１：建築一式工事の場合４，５００万円
＊２：①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事、②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作
       物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道、電気事業用施設、ガス事業用施設に関する建設工事、③石油パイプ
       ライン事業用施設、電気通信事業の用に供する施設、放送の用に供する施設、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉事業の用に
       供する施設、病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅
       館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔のいずれかに該当す
       る建設工事　（建設業法施行令第２７条）
＊３：建築一式工事の場合５，０００万円

　土木工事業や建築工事業を営む者が、元請業者として土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合にお
いて、これらの一式工事の内容である他の専門工事を自ら施工する場合は、それらの専門工事について主任技
術者の資格を有する者（専門技術者）を工事現場に置かなければなりません。（建設業法第26条の2　第1項）
　このため、土木一式工事又は建築一式工事を受注してその内容である専門工事も併せて施工する建設業者
は、

必要 必要なし 必要

建設業法における技術者制度概要

専門技術者の配置とは

一式工事の主任技術者又は監理技術者が、その専門工事について、主任技術者の
資格を持っている場合、その者が専門技術者を兼ねる

一式工事の主任技術者又は監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工
事について主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置する

その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする


